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第1節

国際社会で活躍する日本人

【総　　論】
国際社会では、政治・安全保障体制を脅

かすテロや紛争に加え、急速なグローバル
化の進展に伴って深刻化してきた環境破
壊、人権侵害、貧困、感染症等、地球規模
の諸問題への対応がますます重要になって
きている。こうした中で、国際機関の果た
すべき役割は更に重要となっており、国際

機関で働く国際公務員の任務と責任も一層
増大している。
日本は、国際連合等の国際機関における

日本人職員を増強するため、優秀な人材の
発掘や日本人職員の採用・昇進に向けて、
国際機関に対する働きかけを行っている。

１．国際機関で働く日本人

【各　　論】
具体的な取組としては、AE（Associate

Expert）/JPO（Junior Professional Officer）
等派遣制度（注１）の活用、国際機関による採

用ミッションの受入れ等がある。こうした
取組の結果、国際機関の日本人職員は676
人（2007年）となり、着実に増加している。

国際機関における日本人職員数の推移（専門職以上）
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（注１）機関によりAEもしくはJPO等と称されているもので、国際機関志望者を日本政府の経費負担で原則2年間、国際機関に派遣し、職務経験を積むことにより
正規職員への道を開くことを目的とした制度。2007年1月現在で95名が派遣されている。
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その中には、選挙で選出された国際機関の
長（注２）のほかに、国際機関生え抜きの職員
等がおり、若手から幹部職員に至るまでイ
ラクやアフガニスタン等の紛争地域のほ
か、日本を含む世界各国で、様々な分野に

おいて活躍している（注３）。外務省は国際機
関で活躍する日本人を一人でも増やすため
に、引き続き、更なる人材発掘と国際機関
への働きかけを行っていく方針である。

主要国際機関における日本人幹部職員

・赤阪　清隆

・秋山　一郎

・天野　万利

・池田　　要

・浦元　義照

・遠藤　保雄

・尾崎久仁子

・忍足　謙朗

・尾身　　茂

・勝　　茂夫

・加藤　隆俊

・北原　悦男

・黒田　東彦

・古知　　新

・関水　康司

・高木　善幸

・滝澤　三郎

・田中　伸男

・谷口　富裕

・中谷比呂樹

・野村　一郎

・松浦晃一郎

・村上　憲治

・持田　　繁

・安井　　至

・山本　幸子

・弓削　昭子

・横山　光弘

国連事務局（UN）広報担当事務次長

化学兵器禁止機関技術事務局（OPCW-TS）査察局長

経済協力開発機構（OECD）事務次長

イーター国際核融合エネルギー機構長

国連工業開発機関（UNIDO）事務局次長兼プログラム調整・フィールド活動局長

国連食糧農業機関（FAO）事務局戦略企画部長

国連薬物犯罪事務所（UNODC）条約局長

国連世界食糧計画（WFP）オペレーション局スーダン地域部長

世界保健機関（WHO）西太平洋地域事務局長

世界銀行欧州・中央アジア担当副総裁

国際通貨基金（IMF）副専務理事

国際穀物理事会（IGC）事務局長

アジア開発銀行（ADB）総裁

世界保健機関（WHO）マラリア部長

国際海事機関（IMO）海上安全部長

世界知的所有権機関（WIPO）戦略立案・政策展開執行役部長

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日代表

国際エネルギー機関（IEA）事務局長

国際原子力機関（IAEA）事務次長

世界保健機関（WHO）事務局長補（エイズ、結核、マラリア担当）

国連食糧農業機関（FAO）水産局長

国連教育科学文化機関（UNESCO）事務局長

国際原子力機関（IAEA）保障措置局実施C部長

国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）事務局次長

国連大学（UNU）副学長

国際労働機関（ILO）アジア太平洋地域総局長

国連開発計画（UNDP）管理局長

国連食糧農業機関（FAO）日本事務所所長

（2007年末時点、50音順）

おしだり

ユ ネ ス コ

こ　ち

ゆ　げ

（注２）国際機関加盟国による選挙で選出された国際機関の長では、松浦晃一郎ユネスコ事務局長及び田中伸男国際エネルギー機関（IEA）事務局長がいる。
（注３）日本国内にも多くの国際機関が駐日事務所を有している。詳細は外務省ホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/kokusai/index.html/）を参照。
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【各　　論】

政府開発援助（ODA）を国民の理解と
支援を得つつ実施するためには、国民の幅
広い層が国際協力に参加する国民参加型援
助、すなわちNGOとの連携が重要である。
そうした考えの下、外務省は、ODAの政
策立案や事業実施にNGOの人材やノウハ
ウをいかすとともに、各NGOへの資金協
力や活動の質や幅を深めるためのNGOの
専門性や運営能力の強化に力を入れてい
る。
日本のNGOが多く活躍する開発途上国

では、大使館関係者、国際協力機構
（JICA）、国際協力銀行（JBIC）関係者と
NGOとの対話促進や連携強化を目的とし
た「ODA大使館」制度が2002年度から開
始され、これまでにアフガニスタン、カン
ボジア、バングラデシュ、ケニア等13か国
で実施されている。
資金協力では、2002年度に日本NGO支

援無償資金協力（注２）及び草の根技術協力（注３）

を新設した。2007年度予算はそれぞれ28億
円、18.7億円で、設立当初の20億円、10.9
億円に比べて増加している。2007年の日本
NGO連携無償資金実施額は、20か国44件
34団体で約９億円（2007年12月末現在）と
なっており、学校の建設や医療協力、母子

保健、被災者支援、農村開発、地雷・不発
弾除去等の事業が行われている。
また、津波や地震のような大規模自然災

害や地域紛争の際にNGOが迅速に緊急人
道支援活動を行えるように、2000年８月に
NGO、政府、経済界等が協力してジャパ
ン・プラットフォーム（JPF）を設立した。
現在26のNGOが参加しており、2005年の
パキスタン地震の際に支援を行い、また、
2006年はレバノン、東ティモール及びスー
ダンで国内避難民支援を行った。2007年も
引き続きスーダンでの帰還民支援を行うと
ともに、イラク難民・避難民支援やペルー
地震の被災者支援等を行っている。
一方、日本のNGOの多くは、主要先進

国のNGOと比べ財政的・組織的基盤が十
分ではないことから、専門性や組織運営能
力の強化が課題である。そのため、外務省
やJICA、国際開発高等教育機構（FASID）
は、様々なプログラムを実施してNGOの基
盤強化を支援している。外務省では2007年
度にNGO研究会を、①保健分野における
NGOと国際機関との連携、②ネットワーク
NGOの在り方、③プロテクション（援助
の受益者に対する様々な権利保護）の３つ
のテーマで開催したほか、日本NGO連携

（１）開発援助分野

２．NGOの活躍

【総　　論】
国際協力活動に携わる日本の非政府組織

（NGO）（注１）は400以上あるといわれ、国際社
会が自然災害や地域紛争など様々な課題に
直面する中、地域社会や住民に密着したき
めの細かい、迅速かつ柔軟な対応ができる
NGOの重要性はますます高まっている。
また、その活動範囲は、開発援助、緊急人

道支援にとどまらず、人権、国際組織犯罪、
環境、貿易、軍縮、国連等の分野にわたる。
外務省としても、こうしたNGOの役割を
重視し、NGOを「日本の顔の見える支援」
を担う外交活動における重要なパートナー
と位置付けて連携強化を図ってきている。

（注１）国際協力を主活動とする非政府・非営利の市民団体。
（注２）2007年度から「日本NGO支援無償資金協力」は「日本NGO連携無償資金協力」と名称を変更（照会先：外務省民間援助連携室　電話：03-5501-8361）。
（注３）草の根技術協力は、日本のNGO等とJICAが、開発途上国の地域住民の生活向上に直接役立つ技術移転事業を協働して実施するもの。
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無償効果検証プログラム、NGOを対象と
する海外実務研修である長期スタディ・プ
ログラム及びNGOの信用向上のための
NGOアカウンタビリティー能力強化セミ
ナー、日本のNGOのための健康・安全対
策ハンドブックの作成・調査も行った。ま
た、NGO相談員（国民、NGOの相談先と
して政府が委嘱）を17名配置して各種照会
に対応したほか、NGO専門調査員（NGO
の専門性を高めるためNGOに派遣する者）

11名を11団体に派遣した。
外務省は、NGOとの対話促進のため、

1996年以来、NGO・外務省定期協議会を
実施している。2002年度からはこれが全体
会議（年１回）、ODA政策協議会と連携推
進委員会の２つの小委員会（各年３回）に
改められた。また、外務省は、2002年11月
にNGO担当大使を設置した。同大使は
NGOと外務省の意見交換・情報交換の際
の双方の橋渡し役を務めている（注４）。

（注４）NGOの照会や要望などを、外務省を窓口として一元的に受け付け、遅滞なく関係部局に伝えるため、NGO担当大使を長とするNGO連絡センターが
設けられている（外務省国内広報課内　NGO連絡センター 〒100-8919東京都千代田区霞が関2-2-1 電話：03-3580-3311（内線4873）、（直通）
03-5501-8046）。

（注５）主要人権条約の締結国による履行状況を監視する、専門家からなる委員会。

インドの子供たちへの聞取り調査を行う（特活）地球市民ACTかながわ
/TPAKのスタッフ（JICA草の根技術協力）
（写真提供：（特活）地球市民ACTかながわ/TPAK）

パキスタンの学校建設地で基礎工事を確認する（特活）ジェンのスタッフ
（外務省日本NGO連携無償資金協力）（写真提供：（特活）ジェン）

人権分野では、政府が主要各人権条約の
各委員会（注５）に定期的に提出する政府報告
の作成に当たり、NGOとの対話を実施し
ている。
児童の権利条約関連では、近年、グロー

バル化や情報通信の発展により児童買春や
児童ポルノ等、児童の性的搾取の問題が深
刻化してきている。このような分野でも
NGOが果たす役割は大きく、政府はNGO
と協力して問題対処に当たっている。また、
２月末から３月初めに開催された第51回国

連婦人の地位委員会への政府代表団には
NGO関係者が顧問として参加し、政府と
NGOの橋渡し役として活動した。一方、
９月に政府が署名を行った障害者権利条約
（仮称）に関しては、障害者 NGOとの間で
意見交換を実施し、締結に向けた検討を進
めている。秋の第 6 2回国連総会では、
NGOの代表が政府代表団に加わり、人
権・社会分野を扱う国連総会第３委員会の
議論に積極的に参加した。

（２）人権分野
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対人地雷対策等の軍縮分野では、外務省
は政府の取組等に関してNGOとの意見交
換会を開催している。また、アフガニスタ
ンやカンボジア等、地雷被害国の現場で活
動する日本のNGOに対し、日本NGO連携

無償資金協力を通じて、地雷対策事業活動
を資金面で支援している。2007年12月には、
日本の対人地雷禁止条約（オタワ条約）署
名10周年を記念したシンポジウムを、「難
民を助ける会」と協力して実施した。

国連に関しては、３月と８月に外務省は
NGOと共に「国連改革に関するパブリッ
ク・フォーラム」を共催し、国連改革や気
候変動など主要課題につき、政府側と市民
社会の間で建設的な意見交換を行った。ま

た、外務省は、国連が提唱した人権・環
境・労働・腐敗防止分野の原則を支持する
50以上の日本企業が参加する「グローバ
ル・コンパクト・ジャパン・ネットワー
ク」の活動に協力してきている。

（６）軍縮分野

（７）国連分野

国際組織犯罪分野では、人身取引問題に
ついてNGOと意見交換している。政府は
内閣官房に関係省庁連絡会議を設置し、包
括的な人身取引対策行動計画の下、諸政策

を実施しており、その枠組みで、定期的に
NGOとの協議の場を設け、現状把握や保
護策について率直な意見交換を行ってい
る。2007年は５月に開催した。

環境分野では、「アジア協力対話」
（ACD）の枠組みにおいて、2004年以降
「環境教育推進対話」を毎年実施している。
毎回、NGO、民間企業、地方自治体、教
育関係者が出席しているほか、アジア各国
の政府関係者を招聘し、環境教育について
の意見交換を行っている。第１回から第３
回までは、「国連持続可能な開発のための
教育（ESD）の10年」につき包括的な議論

を実施してきた。2007年６月に北九州で開
催された第４回会合では、地球温暖化対策
としての環境教育というテーマの下、アジ
ア地域から15か国約60名が出席し、各国に
おける地球温暖化の影響とその対策、特に
環境教育が地球温暖化対策において果たす
役割に焦点を当て、アジア諸国の取組につ
いて有意義な意見交換が行われた。

貿易面では、現在進められている世界貿
易機関（WTO）ドーハ・ラウンド交渉を
成功に導くためには、NGOを含む民間団
体等の理解と協力が不可欠である。外務省

は2007年５月に交渉の現状及び今後の見通
し等に関するNGO等との意見交換会を実
施するなど、NGOを含む民間団体等との
連携を図ってきている。

（３）国際組織犯罪分野

（４）環境分野

（５）貿易分野
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【総　　論】
2007年６月、青年海外協力隊の累積派遣

隊員数が３万人を超えた。日本の青年たち
の海外に向ける熱い思いに道を開こうと
1965年に発足したこの事業は、カンボジア、
フィリピン、ラオス、マレーシアに26人の
青年を派遣して以来、実に40年以上にわた
って日本の青年を82か国の開発途上国に送
ってきたことになる。青年海外協力隊・シ
ニア海外ボランティアとして開発途上国で
活躍する日本人は、開発途上国の発展に貢
献するとともに、日本と開発途上国の相互
理解や友好親善の促進に大きな役割を果た
している。

３．青年海外協力隊・シニア海外ボランティア

【各　　論】
青年海外協力隊は、技術を有する20歳か

ら39歳の青年男女が、開発途上国地域住民
と生活を共にしつつ、当該地域の経済及び
社会の発展に協力することを支援する事業
で、派遣された協力隊はまさしく「顔の見
える」協力を通じて開発途上国に貢献して
きた。その活動分野は幅広く、現在は農林
水産、加工、保守操作、土木建築、保健衛
生、教育文化、スポーツ、計画・行政の８
分野120職種にわたるボランティアが各地
で活躍している。
またシニア海外ボランティアは、幅広い

技術と豊かな経験を有する40歳から69歳の

男女を開発途上国に派遣する事業である。
1990年の事業発足以来年々事業規模を拡大
しており、これまでに59か国に3,122人を
派遣し、９分野105職種にわたる協力を行
ってきた。
近年は一線を退いたシニア層の再出発と

いう観点からシニア海外ボランティアが注
目を集めるなど、国内におけるボランティ
アへの関心は増大している。青年海外協力
隊及びシニア海外ボランティアは、国民参
加型国際協力の中核を担う事業として、開
発途上国でボランティア活動に従事したい
という国民の高い志を広く支援している。

フィリピンに向け出発する青年海外協力隊第1期生（写真提供：国際協力機構）

ガーナの中学校に理数科教員として派遣され、生徒に物理の授業を行う隊員の活
動風景（写真提供：国際協力機構）



第４章 国際社会で活躍する日本人と外交の役割

188

2007年12月末現在、2,466人の青年海外
協力隊と506人のシニア海外ボランティア
が、世界各地（それぞれ76か国、55か国）
で活躍を続けている。また、帰国したボラ
ンティア参加者はその経験を教育や地域活

動の現場で共有するなど、社会への還元を
進めており、この世界に広がるユニークな
活動は、受入れ国をはじめ国内外から高い
評価と期待を得ている。

出身都道府県派遣実績（集計期間：2007年１月１日～12月31日）

海道北海道北海道 CV 1,585 JOC （89）人
      133SV   （13）人

青森青青森青  JOCV 335JO （14）人
SV        19 （1）人

秋田 JOCV 310（15）人
　　　SV　    11  （2）人

山形 JOCV 326（18）人
　　　SV　 12（2）人

福島 JOCV 494（25）人
　　　SV　    18 （2）人

新潟 JOCV 619（23）人
　　　SV　    34  （1）人

長野 JOCV 711（30）人
　　　SV　    31  （2）人

富山 JOCV 289（25）人
SV 17（0）人

石川 JOCV 288（14）人
SV     15 （2）人

沖縄 JOCV 275（18）人
SV    28 （1）人人

県名　青年海外協力隊（JOCV）　　：累計（2007年中の派遣人数）
　　　シニア海外ボランティア（SV）：累計（2007年中の派遣人数）

岐阜 JOCV 524（28）人
　　　SV    　29  （2）人

福井 JOCV 206（11）人
　　　SV　      6  （0）人

鳥取 JOCV 193（13）人
　　　SV　      6  （3）人

京都 JOCV 622（44）人
　　　SV    　75（11）人

岡山 JOCV 426（32）人
　　　SV　      27（3）人

島根 JOCV 251（9）人
　　　SV    　11（1）人

広島 JOCV 692（22）人
　　　SV　    43  （1）人

大阪 JOCV 1,716（108）人
　　　SV　     166  （14）人

滋賀 JOCV 301（22）人
　　　SV　    28  （3）人

山口 JOCV 394（24）人
　　　SV　    23  （1）人

佐賀 JOCV 214（15）人
　　　SV　    13  （1）人

福岡 JOCV 1,352（79）人
　　　SV　      79（13）人

熊本 JOCV 534（20）人
　　　SV　    21  （0）人

大分 JOCV 376（21）人
　　　SV　    21  （4）人

鹿児島 JOCV 586（29）人
　　　　SV　    30  （4）人

宮崎 JOCV 368（21）人
　　　SV　    16  （2）人

長崎 JOCV 423（21）人
　　　SV　    33  （7）人

岩手 JOCV 367（10）人
SV        27 （3）人

宮城 JOCV 570（36）人
　　　SV　    50  （5）人

群馬 JOCV 507（29）人
　　　SV　    28（14）人

茨城 JOCV 591（48）人
　　　SV　    92  （9）人

栃木 JOCV 457（30）人
　　　SV　    41  （1）人

埼玉 JOCV 1,365（81）人
　　　SV　     193（14）人

千葉 JOCV 1,370（93）人
　　　SV　     269（21）人

東京 JOCV 3,100（166）人
　　　SV　     541  （31）人

神奈川 JOCV 2,182（146）人
　　　　SV　     444  （34）人

山梨 JOCV 205（13）人
　　　SV　    12  （1）人

愛知 JOCV 1,557（97）人
　　　SV　     114（13）人

静岡 JOCV 1,072（46）人
　　　SV　       81  （5）人

和歌山 JOCV 158（8）人
　　　　SV　     16（3）人

兵庫 JOCV 1,257（72）人
　　　SV　     156（16）人

徳島 JOCV 190（5）人
　　　SV　    10（2）人

香川 JOCV 214（9）人
　　　SV　    10（0）人

高知 JOCV 179（11）人
　　　SV　      6  （1）人

愛媛 JOCV 410（21）人
　　　SV　    14  （3）人

奈良 JOCV 308（19）人
　　　SV　    35  （2）人

三重 JOCV 374（26）人
　　　SV　    24  （2）人


